
平成30年度～平成35年度

第２次上田市食育推進計画
～うえだの食で育む健康なからだと豊かなこころ～

上田市



あいさつ

「うえだの食で育む
健康なからだ と 豊かなこころ」

　食は命の源であり、私たち人間が生きていくために欠くことのできない営みです。
　また、健全な食生活を日々実践し、おいしく楽しく食べることは、人々に生きる喜び
や楽しみを与え、健康で心豊かな暮らしの実現に大きく寄与するものです。
　しかし、近年、食をとり巻く社会環境が大きく変化する中で、食に関する価値観やラ
イフスタイル等の多様化が進んでいます。このような中、人々の食に対する意識の変化
とともに、様々な生活状況により、栄養の偏り、不規則な食生活、身体活動の低下等が
原因で肥満、糖尿病をはじめとした生活習慣病の増加など健康寿命を脅かす様々な問題
があります。
　更に、地域の伝統的な食文化に関する意識の変化や食に対する感謝の念の希薄化など
食を取り巻く様々な問題が表面化しています。
　上田市ではこれらの状況を踏まえ、市民一人ひとりが食に対する正しい「知識」をもっ
て、食を「選択」する力を身に付け、健全な食生活を「実践」することにより、生涯健
康で心豊かに過ごすことができるよう、第１次上田市食育推進計画を策定し食育に取り
組んでまいりました。
　この度策定しました「第 2次上田市食育推進計画」では、第１次計画の評価を基に、
新たな指標を設定するとともに、国や県の計画と第三次上田市民健康づくり計画を踏ま
えながら、「家庭」、「学校・保育所等」、「地域」の分野別それぞれの役割や取組を明確
にし、上田の「食」を通し、心豊かで健康な生活を実現するための施策を定めています。
　本計画により、市民一人ひとりが食への理解を深め、糖尿病等の生活習慣病の発症及
び重症化予防に努めるとともに、食を通して心豊かな生活が実現できるよう、市民の皆
様のより一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　本計画策定に際し、ご尽力を賜りました「上田市健康づくり推進協議会」の委員の皆
様はじめ、「第三次上田市民健康づくり計画策定のためのアンケート調査」等にご協力
いただきました多くの市民の皆様、関係機関、関係団体の方々に心から感謝申し上げま
す。

平成３０年３月



目 次

第 1 章　計画の基本的事項
１　計画策定の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
２　計画の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
３　計画の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

第 2 章　食を取り巻く現状
１　市民の健康状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4　
２　食生活の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
３　食と農の関わり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

第 3 章　第１次計画の評価
１　上田市食育推進計画達成指標一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
２　ライフステージごとの評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

第 4 章　計画の基本的な考え方
１　基本理念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
２　重点課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
３　基本目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
４　計画の体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

第 5 章　施策の展開
１　分野別の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
２　ライフステージ別の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

資料編
「上田の農産物」　旬のカレンダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 
食糧事情と食品産業、摂取栄養量の変遷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
上田市の食の変遷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

「第三次上田市民健康づくり計画」「第２次上田市食育推進計画」策定のためのアンケート調査について・・・43
第２次上田市食育推進計画策定の経過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
平成 29 年度　上田市健康づくり推進協議会委員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45



1

計画の基本的事項第 1 章

1　計画策定の趣旨
　食育基本法では、食育を「生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎とな

るべきものと位置付け、様々な体験を通じて「食｣ に関する知識と「食」を選択する力を

習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること」、としています。

　すべての人が生涯にわたって健康で生き生きと生活するためには、バランスのとれた食

生活が重要です。

　しかし、現代は急速な経済発展に伴い、生活水準が向上するとともに、食を取り巻く環

境が大きく変化する中で、食に関する価値観やライフスタイルの多様化が進んでいます。　

　このような中、食に関する意識の変化とともに、世帯構造の変化や様々な生活状況により、

健全な食生活を実践することが困難な場合も増えています。これらが食生活において、エ

ネルギーや食塩等の過剰摂取、野菜の摂取不足等による栄養素の偏り、朝食欠食など食習

慣の乱れを起こし、それらに起因する肥満や糖尿病等生活習慣病の増加、若い女性のやせ、

高齢者の低栄養傾向等の健康問題を引き起こし、更に、地域の伝統的な食文化や「食」に

対する感謝の気持ちを薄れがちにしています。

　更に、食については様々な情報が社会に氾濫しているため、食に関する正しい情報を適

切に選択し、活用することが困難な状況にあり、食品の安全性に関わる様々な問題も発生

しています。

　今こそ、市民一人ひとりが「食」に関する正しい知識を持ち、「何を」、「どれだけ」、「ど

う食べるか」といった健全な食のあり方を学ぶことが必要となります。　

　上田市では、「上田市食育推進計画」（平成２４年度から平成２９年度まで）を策定し、「第

二次上田市民総合健康づくり計画」（平成２５年度から平成２９年度まで）等と連動して食

育施策を推進してきました。

　社会情勢の変化や食育の現状、これまでの取り組みの評価を踏まえ、新たに取り組むべ

き課題に対応し、引き続き上田市における食育に関する施策を総合的に推進するため、「第

２次上田市食育推進計画」を策定します。
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●上田市地産地消推進基本計画 

●上田市公立保育園・幼稚園
食育計画（第３次） 

●第２次上田市環境基本計画
（H30年予定） 
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健康づくり計画 

( ひと・まちげんき健康うえだ２1 )  

食育が関係する 

各種計画・事業 

●第２期上田市教育プラン 

●高齢者福祉総合計画 

第二次上田市総合計画 
ひと笑顔あふれ、輝く未来につながる健幸都市 

 

まちづくり計画
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2　計画の位置づけ
　この計画は、食育基本法第１８条第１項に基づく市町村食育推進計画として、市の食育

に関する基本的な事項を定めるものです。

　また、「第３次食育推進基本計画（国）」及び「第３次長野県食育推進計画」を基本とす

るとともに、「第二次上田市総合計画」を上位計画として、「第三次上田市民健康づくり計画」、

各課で策定済みの食育関係計画等との整合を図るものとします。
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3　計画の期間
　計画期間は「第三次上田市民健康づくり計画」等との整合性を図り、平成３０年度から

平成３５年度までの６年間とします。

　なお、社会情勢の変化などにより見直しが必要となった場合には、必要に応じて随時見

直しを行います。

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

健
康
増
進
計
画

国

県

上
田
市
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増
進
計
画

国

県

上
田
市

●健康増進法施行（H15）

●食育基本法施行（H18）

健康日本 21（H12 ～ H24）

健やか親子 21（H13 ～ H26）

健康グレードアップながの21
（H13 ～ H24）

食育推進
基本計画

（H18 ～ H22）

長野県食育
推進計画

（H20 ～ H24）

長野県食育推進
計画（第２次）
（H25 ～ H29）

長野県食育推進
計画（第 3 次）
（H30 ～ H34）

第２次
食育推進基本計画

（H23 ～ H27）

第３次
食育推進基本計画

（H28 ～ H32）

上田市民総合健康づくり計画
（H15 ～ H24）

信州保健医療
総合計画

（H25 ～ H29）

第二次上田市民
総合健康づくり計画

（H25 ～ H29）

上田市
食育推進計画
（H24 ～ H29）

第２次上田市
食育推進計画
（H30 ～ H35）

信州保健医療
総合計画

（H30 ～ H35）

第三次上田市民
健康づくり計画

（H30 ～ H35）

健康日本 21（第二次）（H25 ～ H34）

健やか親子 21（H27 ～ H36）
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食を取り巻く現状第 2 章

1　市民の健康状態
　ライフスタイルや価値観の多様化等を背景に、食の多様化も進展しています。

　上田市では平成２３年度に「上田市食育推進計画」を策定し、平成２４年度から食育に

関する取組を家庭や学校等食育に関わる関係者が連携して推進しています。

　しかし、食生活の乱れに起因する糖尿病等生活習慣病有病者の増加、子どもや若い世代

の朝食欠食の増加など、食をめぐる諸課題への対応の必要性は高い状態が続いています。

（１）死因の特徴

　平成２６年の上田市の全死亡者１，８４１人のうち、９７６人（５３％）は生活習慣が原

因と言われている悪性新生物（がん）、心疾患、脳血管疾患で亡くなっています。

　生活習慣病の死亡状況をみると、脳血管疾患、心疾患は国に比べ多い状況です。

4 
 

 

 

１ 市民の健康状態  

  ライフスタイルや価値観の多様化等を背景に、食の多様化も進展しています。 

  上田市では平成２３年度に「上田市食育推進計画」を策定し、平成２４年度から食育に関す

る取組を家庭や学校等食育に関わる関係者が連携して推進しています。 

 しかし、食生活の乱れに起因する糖尿病等生活習慣病有病者の増加、子どもや若い世代の朝

食欠食の増加など、食をめぐる諸課題への対応の必要性は高い状態が続いています。 

 

（１）死因の特徴 

平成２６年の上田市の全死亡者１，８４１人のうち、９７６人（５３％）は生活習慣が原

因と言われている悪性新生物（がん）、心疾患、脳血管疾患で亡くなっています。 

 

 

  

   生活習慣病の死亡状況をみると、脳血管疾患、心疾患は国に比べ多い状況です。 

    

 

（平成２６年長野県衛生年報） 

（平成２６年長野県衛生年報） 

第２章 食を取り巻く現状 

4 
 

 

 

１ 市民の健康状態  

  ライフスタイルや価値観の多様化等を背景に、食の多様化も進展しています。 

  上田市では平成２３年度に「上田市食育推進計画」を策定し、平成２４年度から食育に関す

る取組を家庭や学校等食育に関わる関係者が連携して推進しています。 

 しかし、食生活の乱れに起因する糖尿病等生活習慣病有病者の増加、子どもや若い世代の朝

食欠食の増加など、食をめぐる諸課題への対応の必要性は高い状態が続いています。 

 

（１）死因の特徴 

平成２６年の上田市の全死亡者１，８４１人のうち、９７６人（５３％）は生活習慣が原

因と言われている悪性新生物（がん）、心疾患、脳血管疾患で亡くなっています。 

 

 

  

   生活習慣病の死亡状況をみると、脳血管疾患、心疾患は国に比べ多い状況です。 

    

 

（平成２６年長野県衛生年報） 

（平成２６年長野県衛生年報） 

第２章 食を取り巻く現状 

（平成２６年長野県衛生年報）

（平成２６年長野県衛生年報）



5

（２）治療中の生活習慣病について

　生活習慣病で治療している人の割合は、年齢が４０歳から６４歳に比べ、６５歳から

７４歳では割合が増えています。生活習慣病は不適切な生活習慣の積み重ね等によって引

き起こされ、重症化するリスクが高くなります。

　生活習慣病を悪化させないためには、継続した医療受診と、特定健診等を通して生活習

慣の改善に向けての支援が必要です。
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に比べ約２倍に増加しています。 
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糖尿病で治療している人の割合は、男女とも６５歳から７４歳は４０歳から６４歳

に比べ約２倍に増加しています。 
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② 高血圧 

高血圧で治療している人の割合は、男女とも６５歳から７４歳は４０歳から６４歳

に比べ２倍以上に増加しています。 

 

    
 
 
 
③ 脂質異常症 

脂質異常症で治療している人の割合は、男性に比べ女性が多く、平成２０年と平成２８

年で比較すると、男女ともに増加しています。特に６５歳から７４歳の女性の治療割合が

高くなっています。 
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（３）健診結果の特徴 

平成２７年度の４０歳から７４歳を対象とした、上田市国民健康保険特定健康診査(以下

「特定健診」と言います。)結果のうち、食と関係の深いメタボリックシンドローム※１と

血糖値の実態をみました。 

 

① メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合は、県平均に比べ多い状況です 

男性の２人に１人はメタボリックシンドローム該当者及び予備群※２となっており、県平

均と比べ多い状況です。メタボリックシンドロームはエネルギーの過剰摂取と運動不足が

主な原因であることから、生活習慣の改善が必要です。 

    
 

 

② 血糖値の高い人は男女ともに県平均に比べ多い状況です 

ＨｂＡ１ｃ※３５.６％以上の割合を県平均と比較すると、男女ともに約１０％多い状況

です。 

ＨｂＡ１ｃは血糖コントロールを表しており、高値となる背景として糖が多く摂取され

る食習慣が考えられます。 

    

 

※１ メタボリックシンドロームとは、心筋梗塞、脳梗塞の発症の危険性が高まる内臓脂肪蓄積に高血圧や高血糖、脂質

異常を併せ持つ状態をいいます。 

※２ メタボリックシンドローム該当者及び予備群とは、ウエスト周囲径が男性８５ｃm以上、女性９０ｃm以上であると

ともに、血圧、血圧、脂質のうち、一定基準以上の項目が２つ以上該当するものを「メタボリックシンドローム該当

者」、１つ該当するものを「メタボリックシンドローム予備群」といいます。 
※３ ＨｂＡ１ｃ(ヘモグロビンエーワンシー)とは、過去の１～２ヶ月間の血糖レベルを推測するので、血糖コントロール

の指標となります。(ＨｂＡ１ｃ６.０％未満：血糖正常化を目指す際の目標、７.０％未満：合併症予防のための目標、

８.０％未満：治療強化が困難な際の目標「糖尿病治療ガイド２０１６-２０１７」) 

（平成２７年度上田市国民健康保険特定健康診査結果 

平成２７年度保健事業実施状況） 

 

(平成２７年度上田市国民健康保険特定健康診査結果) 
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（平成２７年度上田市国民健康保険特定健康診査結果 

平成２７年度保健事業実施状況） 

 

(平成２７年度上田市国民健康保険特定健康診査結果) 

 

（３）健診結果の特徴
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県平均と比べ多い状況です。メタボリックシンドロームはエネルギーの過剰摂取と運

動不足が主な原因であることから、生活習慣の改善が必要です。
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される食習慣が考えられます。
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（平成２７年度上田市国民健康保険特定健康診査結果平成２７年度保健事業実施状況）
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（２）治療中の生活習慣病について 

生活習慣病で治療している人の割合は、年齢が４０歳から６４歳に比べ、６５歳から７４

歳では割合が増えています。生活習慣病は不適切な生活習慣の積み重ね等によって引き起こ

され、重症化するリスクが高くなります。 

生活習慣病を悪化させないためには、継続した医療受診と、特定健診等をとおして生活習

慣の改善に向けての支援が必要です。 

 

 

 

     
 
   ① 糖尿病 

糖尿病で治療している人の割合は、男女とも６５歳から７４歳は４０歳から６４歳

に比べ約２倍に増加しています。 

また、平成２０年と平成２８年で比較すると、男女ともに増加しています。 

 

  
 

（長野県国民健康保険団体連合会 厚生労働省様式３-１生活習慣病全体のレセプト分析（５月診療分）） 

％ 

（長野県国民健康保険団体連合会 厚生労働省様式３-１生活習慣病全体のレセプト分析（５月診療分）） 
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（４）市民の栄養状態 

エネルギー摂取や栄養素の過不足は肥満ややせにつながり、将来的に糖尿病等生活習慣 
病の原因となります。このため、生涯にわたり体格は健康な体を培う指標になります。 
 
①  肥満は女性に比べ男性に多く、中学生は１０人に１人、成人男性の約３人に１人は「肥

満」です 

幼児期から中学生にかけて、男子は肥満傾向の割合が増加し、中学生では１０人に１人が

肥満傾向となっています。幼児期、学齢期、思春期の子どもの頃は内臓が育ち、栄養素を消

化、吸収する力が大人並になるため、食事や間食の量や内容によっては肥満につながります。

子どもの頃に肥満になると、将来の肥満や生活習慣病のリスクが高まるため、適正体重で成

長していくことが大切です。 
また、この頃は体重１ｋｇ当たりの基礎代謝量が大人よりも多い時期になります。朝食摂

取をはじめ、質、量ともにバランスのとれた食事で体を作っていくことが必要になります。 
 

 

  
     

２０歳を過ぎると体が完成し、適正体重を維持していく時期になります。ＢＭＩ※３２５以 

上の肥満は男性に多く、３０歳代、４０歳代、５０歳代では約３人に１人が肥満です。 

一方、女性は年齢とともに徐々に増加していますが、男性に比べ少ない状況です。 

肥満は食生活をはじめとした生活習慣と関係が深いことから、肥満となった背景を把握し 

実態に合わせた支援が必要です。 

 
 

％ 

％ 

（２０歳代：平成２８年度市内事業所健診結果、３０歳代：平成２８年度上田市若年健診結果、平成２８年度市内事

業所健診結果 ４０～７４歳：平成２７年度上田市国保特定健診結果、７５歳以上：平成２７年度上田市長寿健診

結果） 

（平成２８年度上田市公立保育園・幼稚園発育測定 
平成２８年長野県学校保健統計（上田市内小学校２５校 中学校１１校 高校６校）） 
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栄養素を消化、吸収する力が大人並になるため、食事や間食の量や内容によっては肥

満につながります。子どもの頃に肥満になると、将来の肥満や生活習慣病のリスクが
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朝食摂取をはじめ、質、量ともにバランスのとれた食事で体を作っていくことが必要

になります。

　２０歳を過ぎると体が完成し、適正体重を維持していく時期になります。ＢＭＩ※5

２５以上の肥満は男性に多く、３０歳代、４０歳代、５０歳代では約３人に１人が肥満

です。一方、女性は年齢とともに徐々に増加していますが、男性に比べ少ない状況です。

　肥満は食生活をはじめとした生活習慣と関係が深いことから、肥満となった背景を

把握し実態に合わせた支援が必要です。

（平成２８年度上田市公立保育園・幼稚園発育測定　平成２８年長野県学校保健統計（上田市内小学校２５校　中学校１１校　高校６校））

（２０歳代：平成２８年度市内事業所健診結果、３０歳代：平成２８年度上田市若年健診結果、平成２８年度市内事業所健診結果　４０～
７４歳：平成２７年度上田市国保特定健診結果、７５歳以上：平成２７年度上田市長寿健診結果）
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（長野県国民健康保険団体連合会 厚生労働省様式３-１生活習慣病全体のレセプト分析（５月診療分）） 

％ 

（長野県国民健康保険団体連合会 厚生労働省様式３-１生活習慣病全体のレセプト分析（５月診療分）） 

（肥満度）※4
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②  やせは男性に比べ女性に多く、２０歳代は５人に１人、３０歳代は４人に１人が 

「やせ」となっています 

幼児期、学齢期、思春期の子どもの頃は、体が成長する大切な時期です。しかし、やせ

の割合をみると、女子は中学生で小学生の２倍以上となっています。この時期に質、量と

もにバランスのとれた食事が摂取できないと、体が適正体重に成長できず、将来、生活習

慣病になりやすいと言われています。 

    
 
 

成人のやせは男性に比べ女性に多く、特に２０歳代の約５人に１人、３０歳代の約４人

に１人がやせとなっています。この頃にやせていて妊娠すると早産や出生児の体重低下が

起こりやすいなど、次世代の健康に影響すると言われています。やせの原因として多くの

場合は、エネルギーや栄養素が不足していることで起こります。朝食摂取をはじめ、質、

量ともにバランスのとれた食事が必要になります。この時期は、食について学ぶ機会が少

ない事から関係機関等と連携した対応が必要です。 
 

 
  

 

 
※ＢMI（体格指数）：思春期以降の肥満判定に用いられる指標で、ＢＭＩ２２を標準として１８.５未満は「やせ」、 

２５以上を「肥満」と判定される。計算式：ＢＭＩ＝体重（㎏）÷身長（m）÷身長（m） 
※肥満度：標準体重に対する過体重度を見る指数で、小児の肥満判定に用いられる。 

計算式＝（実測数－標準体重）÷標準体重×１００ 幼児期は＋１５％以上、学齢期以上は＋２０％以上が肥満 

 

％ 

％ 

（平成２８年度上田市公立保育園・幼稚園発育測定 

平成２８年長野県学校保健統計（上田市内小学校２５校 中学校１１校 高校６校）） 

（２０歳代：平成２８年度市内事業所健診結果 

３０歳代：平成２８年度上田市若年健診結果、平成２８年度市内事業所健診結果 

４０～７４歳：平成２７年度上田市国保特定健診結果、７５歳以上：平成２７年度上田市長寿健診結果） 
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平成２８年長野県学校保健統計（上田市内小学校２５校 中学校１１校 高校６校）） 

（２０歳代：平成２８年度市内事業所健診結果 

３０歳代：平成２８年度上田市若年健診結果、平成２８年度市内事業所健診結果 

４０～７４歳：平成２７年度上田市国保特定健診結果、７５歳以上：平成２７年度上田市長寿健診結果） 

② やせは男性に比べ女性に多く、２０歳代は５人に１人、３０歳代は４人に１人が「やせ」となっています

　幼児期、学齢期、思春期の子どもの頃は、体が成長する大切な時期です。しかし、

やせの割合をみると、女子は中学生で小学生の２倍以上となっています。この時期に質、

量ともにバランスのとれた食事が摂取できないと、体が適正体重に成長できず、将来、

生活習慣病になりやすいと言われています。

　成人のやせは男性に比べ女性に多く、特に２０歳代の約５人に１人、３０歳代の約

４人に１人がやせとなっています。この頃にやせていて妊娠すると早産や出生児の体

重低下が起こりやすいなど、次世代の健康に影響すると言われています。やせの原因

として多くの場合は、エネルギーや栄養素が不足していることで起こります。朝食摂

取をはじめ、質、量ともにバランスのとれた食事が必要になります。この時期は、食
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（２）治療中の生活習慣病について 

生活習慣病で治療している人の割合は、年齢が４０歳から６４歳に比べ、６５歳から７４

歳では割合が増えています。生活習慣病は不適切な生活習慣の積み重ね等によって引き起こ

され、重症化するリスクが高くなります。 

生活習慣病を悪化させないためには、継続した医療受診と、特定健診等をとおして生活習

慣の改善に向けての支援が必要です。 

 

 

 

     
 
   ① 糖尿病 

糖尿病で治療している人の割合は、男女とも６５歳から７４歳は４０歳から６４歳

に比べ約２倍に増加しています。 

また、平成２０年と平成２８年で比較すると、男女ともに増加しています。 

 

  
 

（長野県国民健康保険団体連合会 厚生労働省様式３-１生活習慣病全体のレセプト分析（５月診療分）） 

％ 

（長野県国民健康保険団体連合会 厚生労働省様式３-１生活習慣病全体のレセプト分析（５月診療分）） 
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③ 低出生体重児は増加しています 

２，５００ｇ未満の低体重児の出生割合をみると、昭和５０年代から平成２０年代にか

けて約２倍に増加し、出生児の約１０人に１人となっています。 

低出生体重児については、将来的に糖尿病や慢性腎臓病などの生活習慣病のリスクが高

まることが報告されています。出生後は乳幼児健診、教室、相談等において個々の状況に

応じた発育、発達の支援や、将来の生活習慣病の予防に保健指導を合わせて行うことが必

要になります。 

 
 

④ 子どもの成長に伴い母の食に関する悩みが多くなります 

    １歳までの乳児期は人生の中で１番成長する時期です。特に４か月までに体重は約４㎏

増え、出生時の約２倍以上に増加します。４か月健診で、標準的な体重増加※４を１００％

とした場合、適正体重（２，５００g以上３，９９９g未満）で生まれた児の体重の伸びを

見ると、８０％未満の伸びが緩やかな児は１８.４％となっています。この時期は、乳のみ

で育つので、成長に必要な乳量、質が重要となります。特に母乳の場合は母の食事が影響

するため、伸びの緩やかな児は母の食生活の見直しと改善が必要となります。 

また、１歳６か月児健診では、体重の伸びの緩やかな児は４.７％となり４か月健診に比

べ減少します。この頃は離乳食が完了して幼児食に移行し、生活も大人と同じになります

が、まだ自分の気持ちを言葉で表すことができないので「イヤイヤ」と否定語で表現しま

す。食事の時もじっと座っていないので、母の悩みが多くなってきます。成長や発達に合

わせた食事内容、食事形態で摂取することが体重の伸びにつながり、その後の発育に関係

することから、母の理解を深めるために効果的な資料を活用し、支援をすることが必要で

す。 

 
 

 

※４ ４か月児健診までの標準的な体重増加 男児４.３㎏ 女児４㎏ 

１歳６か月児健診までの標準的な体重増加 男児７.６㎏ 女児７㎏ 

伸び率：（４か月児健診（１歳６か月児健診）時測定体重－出生体重）÷標準的な体重増加×１００ 

（長野県衛生年報） 

（平成２８年度乳幼児健診結果） 

③ 低出生体重児は増加しています
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かけて約２倍に増加し、出生児の約１０人に１人となっています。

　低出生体重児については、将来的に糖尿病や慢性腎臓病などの生活習慣病のリスク

が高まることが報告されています。出生後は乳幼児健診、教室、相談等において個々

の状況に応じた発育、発達の支援や、将来の生活習慣病の予防に保健指導を合わせて

行うことが必要になります。
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４ｋｇ増え、出生時の約２倍以上に増加します。４か月健診で、標準的な体重増加※６

を１００％とした場合、適正体重（２，５００g以上３，９９９g未満）で生まれた児

の体重の伸びを見ると、８０％未満の伸びが緩やかな児は１８. ４％となっています。

この時期は、乳のみで育つので、成長に必要な乳量、質が重要となります。特に母乳

の場合は母の食事が影響するため、伸びの緩やかな児は母の食生活の見直しと改善が

必要となります。

　また、１歳６か月児健診では、体重の伸びの緩やかな児は４. ７％となり４か月健診

に比べ減少します。この頃は離乳食が完了して幼児食に移行し、生活も大人と同じに

なりますが、まだ自分の気持ちを言葉で表すことができないので「イヤイヤ」と否定

語で表現します。食事の時もじっと座っていないので、母の悩みが多くなってきます。

成長や発達に合わせた食事内容、食事形態で摂取することが体重の伸びにつながり、

その後の発育に関係することから、母の理解を深めるために効果的な資料を活用し、

支援をすることが必要です。

（長野県衛生年報）

※６　４か月児健診までの標準的な体重増加　男児４. ３㎏　女児４㎏
１歳６か月児健診までの標準的な体重増加　男児７. ６㎏　女児７㎏
伸び率：（４か月児健診（１歳６か月児健診）時測定体重－出生体重）÷標準的な体重増加×１００
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乳幼児時期の食に関する悩み（乳幼児健診問診票から） 

月齢 食事に関すること ミルク・母乳 体のこと・その他 

４
か
月 

  

乳量の目安が分からない（乳量が

多い、少ない、足りているのか） 
便秘 

ミルクを飲まない 体重が増えない 

授乳の回数(多い、少ない) 母の食事内容 

ミルクの足し方 アレルギーが心配 

授乳時間   

１
歳
６
か
月 

食べない、食べ過ぎる、ムラがある フォローアップミルクについて 体重が増えない、横ばい 

早食い、噛まない、丸のみ 牛乳への切り替え 体重が急に増えた 

肉が食べにくい、野菜を食べなくな

った 夜中の授乳について(量、回数) アレルギーがある 

好き嫌いが出てきた 卒乳したい 便秘 

おやつの回数と内容 授乳頻回 じっとしていない 

手づかみ食べが大変、スプーンをも

たない、自分で食べようとしない 

 

  

 

⑤ ６５歳以上の女性の４人に１人は低栄養傾向となっています 

   健康日本２１（第二次）※５によると高齢者の低栄養傾向の基準は、ＢＭＩ２０以下となっ

ています。男女別でみると女性の約４人に１人はやせ傾向となっており、経年で見ると増加し

ています。一方、男性は減少傾向にあります。 

高齢者の体重減少は筋肉量の低下につながり、活動量に影響します。そのため、男性に比

べて筋肉量が少ない女性は、適正体重を維持することが介護予防につながります。健診等を

通して体重管理の必要性を周知すること必要です。 

  

   

  

 

※５ 健康日本２１（第二次）とは、健康増進法（国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針）に基づき、

平成２５年度から平成３０年度まで２１世紀における国民健康づくり運動を推進するものです。 

（平成２７年度上田市国民健康保険特定健康診査結果及び平成２７年度上田市長寿健康診査結果） 
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平成２５年度から平成３４年度まで２１世紀における国民健康づくり運動を推進するものです。

乳幼児時期の食に関する悩み（乳幼児健診問診票から）

月齢 食事に関すること ミルク・母乳 体のこと・その他

４
か
月

乳量の目安が分からない（乳量が
多い、少ない、足りているのか） 便秘

ミルクを飲まない 体重が増えない

授乳の回数 ( 多い、少ない ) 母の食事内容

ミルクの足し方 アレルギーが心配

授乳時間

１
歳
６
か
月

食べない、食べ過ぎる、ムラがある フォローアップミルクについて 体重が増えない、横ばい

早食い、噛まない、丸のみ 牛乳への切り替え 体重が急に増えた

肉が食べにくい、野菜を食べなくなった 夜中の授乳について ( 量、回数 ) アレルギーがある

好き嫌いが出てきた 卒乳したい 便秘

おやつの回数と内容 授乳頻回 じっとしていない

手づかみ食べが大変、スプーンを
もたない、自分で食べようとしない

5 
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慣の改善に向けての支援が必要です。 

 

 

 

     
 
   ① 糖尿病 

糖尿病で治療している人の割合は、男女とも６５歳から７４歳は４０歳から６４歳

に比べ約２倍に増加しています。 

また、平成２０年と平成２８年で比較すると、男女ともに増加しています。 

 

  
 

（長野県国民健康保険団体連合会 厚生労働省様式３-１生活習慣病全体のレセプト分析（５月診療分）） 

％ 

（長野県国民健康保険団体連合会 厚生労働省様式３-１生活習慣病全体のレセプト分析（５月診療分）） 
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（５）市民の歯の状況 

   生涯を通じて健康な食生活を送るためには、口腔機能が十分に発達し、維持されることも

重要になります。 

 

① むし歯のない子の割合は幼児期から学齢期にかけて減少しています 

   幼児期から学齢期は歯質や味覚の形成時期であり、生活習慣を身につける時期でもありま

す。むし歯を予防して将来にわたって健康な口腔環境を維持するため、望ましい習慣を身に

つけることが大切です。 

   

 

 

② 高齢者の歯の残存本数は増えています 

７０歳の歯の残存数は平成２２年に比べ増加しています。ほとんどの食べ物を自分の歯

で噛むことができ、おいしく食事をするために必要な歯の本数(２０本)を維持することは、

健康寿命延伸のためにも重要です。歯の喪失を防ぎ、口腔機能を維持することが大切です。 

   

（上田小県歯科医師会 残存歯調査結果） 
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2　食生活の現状

（１）世帯構成の変化

　世帯数は増加していますが、総人口は減少しています。また、１世帯あたりの人口は減

少しています。背景として、世帯の核家族化や単身世帯の増加が進行していると考えられ

ます。

　単身世帯数が年々増加しています。平成２９年１０月１日現在の高齢化率は２９. ５％

となっていることから、高齢者の単身世帯も増加していると考えられます。単身世帯は欠

食や簡単な食事で済ませやすく、過食や偏食による肥満ややせにつながりやすいことから

年代に応じた支援が必要です。

15 
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（２）食生活の状況 

   生活習慣病予防の基本となる適正体重の維持や低栄養の低減のためには、１日３回の食事

をバランスよく摂取することは基本となります。そこで、栄養バランスの指標としては朝食

の摂取状況、また、生活習慣との関連については個別の指標として食塩摂取量、野菜摂取量、

果物摂取を取り上げました。 

   なお、食塩摂取量と野菜摂取量については市としてのデータがないため、長野県県民健康・

栄養調査結果を参考にします。 

 

① 毎日朝食を食べている子どもの割合は年齢が上がるにつれて減少しています 

   子どもの朝食の摂取状況をみると、毎日朝食を食べる割合は３歳児９８.８％、小学生  

８７.８％、中学生８８.７％、高校生８２.３％と年齢が上がるにつれて、おおむね減少して

います。  

成長期の朝食欠食は栄養バランスの偏りによる肥満ややせにつながり、将来的にみると生

活習慣病の原因になります。家庭や学校、地域と連携し、様々な食に関する正しい知識を身

に付け、実践できるように支援することが必要です。 

   

     
 
 

また、朝食摂取をはじめとした、健全な食習慣を形成し確立させるためには、共食(家族と

一緒に食べる)も重要になります。共食頻度が低い児童生徒に肥満や過体重が多く、共食頻度

が高いと野菜や果物、ご飯などの食物摂取状況が良好な児童生徒が多い傾向にあることが報

告されています。幼児期から思春期にかけて、家族と一緒の食事は食の楽しさを実感するだ

けでなく、食や生活に関する基礎を学習する機会にもなります。 

      

（３歳児：平成２８年度３歳児健診問診票 

小学生・中学生：平成２８年度児童生徒の食に関する実態調査(学校教育課） 

高校生：平成２８年度健康づくり計画策定のためのアンケート調査結果） 

（中学生：平成２８年度健康づくり計画策定のためのアンケート調査結果） 
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② 小学生に比べて中学生は、起床時間、就寝時間ともに遅くなります 

   小中学生の生活リズムの状況をみると、起床時間については７時以降に起きる割合は、小

学生は８.５％、中学生は１４.８％で小学生より中学生が多くなります。 

就寝時間についても２２時以降に寝る割合は、小学生は３２.４％、中学生は５１.４％と

小学生より中学生が多くなります。 

起床時間が遅くなると、朝食欠食や朝食内容が単品になりやすくなります。 

成長期の子どもの心身の健康のためには、早寝早起き朝ごはんなどの基本的な生活習慣を

身につけることが大切です。家庭や学校、地域と連携し、規則正しい生活リズムを身につけ

るように支援することが必要です。 

 

   
 

   
（小学生・中学生：平成２８年度児童生徒の食に関する実態調査(学校教育課)） 
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（２）治療中の生活習慣病について 

生活習慣病で治療している人の割合は、年齢が４０歳から６４歳に比べ、６５歳から７４

歳では割合が増えています。生活習慣病は不適切な生活習慣の積み重ね等によって引き起こ

され、重症化するリスクが高くなります。 

生活習慣病を悪化させないためには、継続した医療受診と、特定健診等をとおして生活習

慣の改善に向けての支援が必要です。 

 

 

 

     
 
   ① 糖尿病 

糖尿病で治療している人の割合は、男女とも６５歳から７４歳は４０歳から６４歳

に比べ約２倍に増加しています。 

また、平成２０年と平成２８年で比較すると、男女ともに増加しています。 

 

  
 

（長野県国民健康保険団体連合会 厚生労働省様式３-１生活習慣病全体のレセプト分析（５月診療分）） 
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③ ２０歳代で「毎日朝食を食べている」人は約２人に１人です 

毎日朝食を食べている人は１９歳から２９歳の男性は５１.１％、女性は５５.６％と少な

い状況です。 

朝食欠食は、肥満やメタボリックシンドロームになりやすく、将来的に糖尿病などの生活

習慣病の原因となります。 

また、２０歳代から４０歳代の頃は子育て世代であり、家庭における食生活が成長期の子

供たちの身体作りにも影響するため、親自身が食に対する正しい知識を持ち、選択する力、

実践する力が必要となります。 

    

    

 
 

 

 

 

（平成２７年度健康づくり計画策定のためのアンケート調査結果） 
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④ 食塩摂取量は男女ともに、目標量より多く摂っています 

「日本人の食事摂取基準(２０１５年版)」における食塩摂取量の目標量は高血圧予防の観

点から１日当たり男性８ｇ未満、女性７ｇ未満とされています。 

長野県の食塩の摂取状況をみると男女ともに、すべての年齢で目標量を上回っています。 

 

 

食塩に含まれるナトリウムは、必須ミネラルのひとつで、体内の水分調節をする働きがあ

ります。しかし、食塩を過剰摂取すると高血圧を引き起こすことから、日ごろから食塩を含

む食品や料理を控えるなど減塩を心がけた食生活が大切です。 

 

⑤ 若年者の野菜摂取量は少ない状況です 

野菜はビタミン、ミネラル、食物繊維等の重要な供給源であり、健康な食生活を送る上で

重要な役割をしています。厚生労働省が推進する「健康日本２１」では、健康増進の観点か

ら １日３５０ｇ以上の野菜を食べることを目標としています。 

長野県の野菜の摂取状況をみると全国平均に比べ多く摂取しています。性別、年代別では

６０歳代女性と７０歳代男性は目標量に達していますが、それ以外は少なく、特に２０歳代

は男女ともに少ない状況です。 

 

（平成２８年度県民健康・栄養調査） 

女性 

男性 

（平成２８年度県民健康・栄養調査） 
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野菜から摂取できる栄養素のうち、食物繊維は糖や脂の吸収をゆっくりにしたり、ビタミ

ン類は体の調子を整えてくれたりする働きがあることから、野菜不足は肥満やメタボリック

シンドロームになるリスクが増加する、と言われています。 

１日３５０ｇの目標量が摂取できるよう、効果的な資料を使うなど正しい情報提供をする

ことが大切です。 

 

⑥ 毎日果物を摂取している人は５０歳代から増加しています 

果物はビタミン、ミネラル、食物繊維等の重要な供給源です。１日の目安量はエネルギー

換算すると８０ｋｃＡｌ程度になります。 

健康推進委員を対象に実施した果物調査から摂取頻度をみると、年齢が高くなるにつれて

毎日果物を食べる人の割合が増加しています。 

 

 

毎日果物を食べている人の摂取回数を見ると、７３％の人が２回以上となっています。 

また、果物の種類をみると２種類以上の人が５９％となっています。 

      

果物に含まれている糖(果糖)を過剰に摂取すると高血糖や脂質異常、肥満などの原因

となります。果物について学習する機会が必要です。 

（平成２７年度健康推進委員果物調査） 

（平成２７年度 
健康推進委員果物調査） 
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3　食と農の関わり　

（１）農家数及び農家率の変化

　農家数、農家率とも減少しており、農家率については平成２７年では昭和５０年の約４

分の１に減少しています。

（２）学校給食における地元（上小地域）農産物の使用状況の推移

　学校給食では、食の重要性とともに地元食材や旬の食材についての知識、理解を深める

ため、栄養士等による食育授業や給食時間の教室訪問等、給食を教材とした専門性を活か

した食育指導を行っています。

　また、農産物の生産等に携わる人々の努力や食への感謝の気持ちを育むことができるよ

う、地元食材をできるだけ使用する取り組みを行っています。学校給食使用食材に占める

上小産食材の使用割合は、４０％台で推移しています。

13 
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３ 食と農の関わり  

（１）農家数及び農家率の変化 

   農家数、農家率とも減少しており、農家率については平成２７年では昭和５０年の

約４分の１に減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）学校給食における地元（上小地域）農産物の使用状況の推移 

   学校給食では、食の重要性とともに地元食材や旬の食材についての知識、理解を深

めるため、栄養士等による食育授業や給食時間の教室訪問等、給食を教材とした専門

性を活かした食育指導を行っています。 
   また、農産物の生産等に携わる人々の努力や食への感謝の気持ちを育むことができ

るよう、地元食材をできるだけ使用する取り組みを行っています。学校給食使用食材

に占める上小産食材の使用割合は、４０％台で推移しています。 

   
  （Ｈ２８年度学校教育課給食実施実績） 

３９.５
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（農林業センサス）

（Ｈ２８年度学校教育課給食実施実績）
5 

 

（２）治療中の生活習慣病について 

生活習慣病で治療している人の割合は、年齢が４０歳から６４歳に比べ、６５歳から７４

歳では割合が増えています。生活習慣病は不適切な生活習慣の積み重ね等によって引き起こ

され、重症化するリスクが高くなります。 

生活習慣病を悪化させないためには、継続した医療受診と、特定健診等をとおして生活習

慣の改善に向けての支援が必要です。 

 

 

 

     
 
   ① 糖尿病 

糖尿病で治療している人の割合は、男女とも６５歳から７４歳は４０歳から６４歳

に比べ約２倍に増加しています。 

また、平成２０年と平成２８年で比較すると、男女ともに増加しています。 

 

  
 

（長野県国民健康保険団体連合会 厚生労働省様式３-１生活習慣病全体のレセプト分析（５月診療分）） 

％ 

（長野県国民健康保険団体連合会 厚生労働省様式３-１生活習慣病全体のレセプト分析（５月診療分）） 
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（３）食品ロスについて

　近年は、「もったいない」という精神で食べ物を無駄にしないという取り組みに関心が高

まっています。本来食べられるのに廃棄されているものが「食品ロス」です。日本で排出

される食品廃棄物のうち食品ロスは平成２５年度推計では年間６３２万トンでしたが、平

成２６年度推計では年間６２１万トンと減少しました。しかし、依然として世界全体の食

糧援助量（約３２０万トン）の２倍近い量が廃棄されています。

　食品ロスの約半分は一般家庭から排出されているのが現状です。食品ロスを削減するた

めに、食品ロス自体についての理解を深めることや、食材の生産から消費にいたる食の循

環を知ることで食に対する感謝の念を深めることも大切です。

　そのため、生産や収穫体験、各種イベントを通じ、生産者と食品関連業者を含む消費者

との交流を推進しています。
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第１次計画の評価第 3 章

　第１次上田市食育推進計画では食育の推進に当たり、次に示す３項目の基本目標に基づき、

ライフステージごとに目標値を設定し、施策を展開してきました。

1　上田市食育推進計画　達成指標一覧

３. 様々な食体験を通

し、食への感謝と理解

を深めるための食育を

推進します

１. 食を通して生涯にわたり、

健全な心と身体を培い、心

豊かな人間性を育てるため

の食育を推進します

２. 食生活が原因で発

症する生活習慣病を予

防するための食育を推

進します

指標 計画策定時 目標値 最終評価値 評価

妊
娠
期

１９歳から３９歳女性の
やせの割合

１６. ４％
（アンケート１※） １５％以下

２２. １％
（Ｈ２８年度市内事業所
健診、上田市若年健診）

―

１９歳から２９歳女性の
毎日朝食を食べる人の

割合

６８. １％
（アンケート１） ８０％以上 ５５. ６％

（アンケート２※） ×

乳
幼
児
期

毎日朝食を食べる
子どもの割合

３歳児９９. １％
（Ｈ２２年度乳幼児健診）

１００％を
目指す

９８. ８％
（Ｈ２８年度乳幼児健診） ×

２２時前に寝る
子どもの割合

３歳児８１. ２％
（Ｈ２２年度乳幼児健診 )

１００％を
目指す

７８. ６％
（Ｈ２８年度乳幼児健診） ×

むし歯のない
子どもの割合

３歳児８０. ５％
（Ｈ２２年度乳幼児健診） ８５％以上 ３歳児８８. １％

（Ｈ２８年度乳幼児健診） ◎

学
齢
期

家族一緒に食事を
食べる回数

中学生週７回以上
６９. ４％

( アンケート１)

９０％以上
を

目指す

８１. ３％
（アンケート２） ○

毎日朝食を食べる
子どもの割合

小学生９２. ６％
中学生８８. ４％

（Ｈ２２年度児童生徒の食に
関する実態調査アンケート：

学校教育課）

１００％を
目指す

小学生８７. ８％
中学生８８. ７％

（Ｈ２８年度児童生徒の食に
関する実態調査アンケート：

学校教育課）

×
（小学生）

△
（中学生）
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※アンケート１：平成２３年実施の「新上田市民総合健康づくり計画」「上田市食育推進計画」策定のためのアンケート調査
※アンケート２：平成２８年実施の「第三次上田市民総合健康づくり計画」策定のためのアンケート調査
※特定健診：上田市国民健康保険特定健康診査

指標 計画策定時 目標値 最終評価値 評価

思
春
期

毎日朝食を
食べる人の割合

８０. ７％
（アンケート１） ９０％以上 ８２. ３％

（アンケート２） ○

青
年
期

食育に関心を
持っている人の割合

６７. １％
（アンケート１） ９０％以上

一般　５９. ４％
母親　８９. １％
（アンケート２）

×
（一般）

毎日朝食を
食べる人の割合

６８. ８％
（アンケート１） ８０％以上

一般　７０. ５％
母親　９２. ３％
（アンケート２）

○
（一般）

壮
年
期

メタボリックシンド
ローム該当者及び

予備群の割合

２３. ６％
（Ｈ２２年度特定健診※） ２１％以下 ２４. ２％

（Ｈ２７年度特定健診） ×

血糖値の高い人の割合
（ＨｂＡ１ｃ５. ９％以上）

３７. ９％
（Ｈ２２年度特定健診） ３５％以下 ３０. ６％

（Ｈ２７年度特定健診） ◎

高
齢
期

メタボリックシンド
ローム該当者及び

予備群の割合

２７. １％
（Ｈ２２年度特定健診） ２５％以下 ２８. ４％

（Ｈ２７年度特定健診） ×

７０歳の歯の
残存本数

２２. ６本
（Ｈ２２年度歯周疾患健診） 増加 ２３. ７本

（Ｈ２８年度歯周疾患健診） ◎

評価区分 評価基準 項目数 ( 割合 )

◎ 目標達成 目標を達成 ３/ １５（２０％）
○ 目標値に達していないが改善傾向 計画策定時より１０％以上改善 ３/ １５（２０％）
△ 変化なし 計画策定時より１０％未満の変化 １/ １５（６. ７％）
× 悪化傾向 計画策定時より１０％以上の悪化 ７/ １５（４６．７％）
― 評価困難 事業の変更などで評価が困難 １/ １５（６. ７％）

評価区分の計算方法

最終評価値－計画策定時
× 100

目標値－計画策定時
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2　ライフステージごとの評価

（１）妊娠期
食生活を見直し、健やかな胎児の成長と母体に必要な食生活を実践する

　１９歳から３９歳女性のやせの割合について、計画策定時は自己申告によるアンケート

形式調査結果を指標としましたが、健診等の実測値との差が大きいことから評価困難とし

ました。今後は自己申告のアンケートではなく健診結果で評価をしていきます。

　やせの女性が、妊娠すると早産や出生児の体重低下が起こりやすいなど、次世代の健康

に影響します。そして、長期的には本人の動脈硬化、骨粗鬆症を引き起こすと言われてい

ます。

　また、やせの背景と考えられる朝食の欠食についてみると、「１９歳から２９歳女性の毎

日朝食を食べる人の割合」も減少しました。

　やせの原因として多くの場合は、エネルギーや栄養素が不足していることで起こります。

朝食摂取をはじめ、質、量ともにバランスのとれた食事で体を作っていくことが必要にな

ります。

　この年代は食について学ぶ機会が少ないため、若年女性に関わる関係機関等と連携した

対応が必要です。

（２）乳幼児期（０～５歳）
健康な身体づくりと、基本的な生活習慣を身につける

　「毎日朝食を食べる子どもの割合」及び、「２２時前に寝る子どもの割合」は減少し、目

標達成には至りませんでした。子どもは親の生活習慣の影響を受けることから、親のライ

フスタイルの変化が背景にあると考えられます。

　「むし歯のない子どもの割合」は増加し目標を達成しました。子どもの発育にとって朝食

や睡眠を確保することや、歯みがきなど基本的な生活習慣を身につけることの必要性を繰

り返し伝えていくことが必要です。

指標 計画策定時 目標値 最終評価値 評価
１９歳から３９歳女性の

やせの割合
１６. ４％

（自己申告値） １５％以下 ２２. １％
（実測値） ―

１９歳から２９歳女性の
毎日朝食を食べる人の割合 ６８. １％ ８０％以上 ５５. ６％ ×

指標 計画策定時 目標値 最終評価値 評価
毎日朝食を食べる

子どもの割合 ３歳児９９. １％ １００％を目指す ９８. ８％ ×

２２時前に寝る
子どもの割合 ３歳児８１. ２％ １００％を目指す ７８. ６％ ×

むし歯のない
子どもの割合 ３歳児８０. ５％ ８５％以上 ８８. １％ ◎
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（３）学齢期（６～１４歳）
発達段階に応じた食に関する様々な学習や体験を通して、正しい知識と
望ましい食習慣の基礎を身につける

　「家族一緒に食事を食べる回数」は、中学生で「週７回以上ある」割合は、増加しました

が目標達成には至りませんでした。家族がともに食事をとりながらコミュニケーションを

図ることは食育の原点であり、食の楽しさを実感するだけでなく、食や生活に関する基礎

を習得する機会になります。

　しかし、近年ではひとり親世帯など様々な家族の状況やライフスタイルの多様化により、

家族との共食が難しい場合もあることから、個々の状況に配慮し推進することも必要です。

　また、「毎日朝食を食べる子どもの割合」は小学生、中学生ともに目標達成には至ってお

らず、小学生は減少し、中学生は変化なしとなっています。学齢期に朝食を欠食すること

は栄養バランスが偏ることで肥満ややせにつながり、生活習慣病の原因になります。

　小中学生のころは健全な食生活を形成し、確立させる大切な時期であることから、家庭

を中心に学校、地域が連携し正しい知識を身につけ、実践できるよう支援することが大切

です。

（４）思春期（１５～１７歳）
自分の身体に関心を持ち、自分で正しい食の選択ができ、実践する

　「毎日朝食を食べる人の割合」は増加しましたが、目標達成には至りませんでした。

　１５歳から１７歳の思春期は身体的に様々な機能が完成する時期です。そのため、エネ

ルギーや各種の栄養素の必要量が増えることから質、量ともにバランスのとれた食事が必

要です。

　また、学校給食が終わり、それまでに家庭や学校で培った食習慣のもと、心身の成長と

食事の関係を理解し、自らが実践する時期となります。高校等関係機関と連携した対応が

必要です。

指標 計画策定時 目標値 最終評価値 評価

家族一緒に食事を
食べる回数

中学生週７回以上
６９. ４％ ９０％以上を目指す ８１. ３％ ○

毎日朝食を食べる
子どもの割合

小学生９２. ６％
中学生８８. ４％ １００％を目指す 小学生８７. ８％

中学生８８. ７％
小学生 ×
中学生 △

指標 計画策定時 目標値 最終評価値 評価

毎日朝食を
食べる人の割合 ８０. ７％ ９０％以上 ８３. ４％ ○
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（５）青年期（１８～３９歳）
食に関する正しい知識や実践力を習得し、適正体重を維持する

　「食育に関心を持っている人」の割合は、一般市民と子育て中の母親はともに、目標達成

には至りませんでしたが、子育て中の母親の割合は、８９. １％と高く、子どもの成長に

食が必要と認識している母親が多いことが考えられます。

　また、「毎日朝食を食べる人」の割合については、母親は目標を達成しました。一般市民

については、目標達成には至りませんでしたが増加しました。この年代の食習慣は次世代

の健康に影響することから、朝食摂取の必要性を周知することが必要です。

（６）壮年期（４０～６４歳）
自分の身体の状態を知り、食生活の見直しや改善をすることで、糖尿病
等生活習慣病を予防する

　「メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合」は増加し、目標達成には至りませ

んでした。

　一方、課題であった「血糖値の高い人」の割合については減少し、目標を達成しました。

壮年期は加齢に加え、それまでの生活習慣の積み重ねにより身体に変化が出始め、特に糖

尿病などの生活習慣病が顕著になる時期です。そして、社会的には家庭や職場、地域など

で中心的な役割を担う年代であることから多忙となり不規則な食生活、運動不足になりや

すい時期です。そのため健診を受診して自分の健康状態を把握し、結果に応じた生活習慣

の見直しと改善が必要です。

指標 計画策定時 目標値 最終評価値 評価

食育に関心を
持っている人の割合 ６７. １％ ９０％以上 一般　５９. ４％

母親　８９. １％
×

( 一般 )

毎日朝食を
食べる人の割合 ６８. ８％ ８０％以上 一般　７０. ５％

母親　９２. ３％
○

( 一般 )

指標 計画策定時 目標値 最終評価値 評価

メタボリックシンド
ローム該当者及び

予備群の割合
２３. ６％ ２１％以下 ２４. ２％ ×

血糖値の高い人の割合
（ＨｂＡ１c５.９％以上） ３７. ９％ ３５％以下 ３０. ６％ ◎
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（７）高齢期（６５歳以上）
バランスのとれた食生活により、適正体重を維持する

　「メタボリックシンドローム該当者及び予備群」の割合は増加し、目標達成には至りませ

んでした。

　出前講座や地区の健康教室、特定健診の保健指導などを通して、メタボリックシンドロー

ムと生活習慣の関係について繰り返し周知し、改善に向けて支援していくことが必要です。

　一方、「７０歳の歯の残存本数」については増加し、目標を達成しました。

　高齢期は、身体機能を維持するためにバランスのとれた食事を過不足なく摂取すること

が必要です。歯の残存本数が２０本以上あると、食生活にほぼ満足することができると言

われています。

　高齢期における適正体重を維持するために継続して、特定健診結果等から対象者を抽出

し、個別栄養相談・指導を実施するなど、改善に向けた取組が必要です。

指標 計画策定時 目標値 最終評価値 評価

メタボリックシンドローム
該当者及び予備群の割合 ２７. １％ ２５％以下 ２８. ４％ ×

７０歳の歯の残存本数 ２２. ６本 増加 ２３. ７本 ◎
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計画の基本的な考え方第 4 章

1　基本理念

　上田市は豊かな自然に恵まれ、そこから生み出される豊富な食材が身近に広がり、先人

の知恵から生まれた食文化が育まれています。

　食育は全ての市民にとって必要なことです。特に、次世代を担う子どもたちにとっての

食育は身体と心の成長に大きな影響を及ぼすため、重要です。

　食育の基本である「食」に関する正しい知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食

生活を生涯を通して実践することができる人を育てること、そして「食」を通して豊かな

心を育てることは地域の活性にもつながります。

　そこで、上田市の食育推進計画では「家庭」、「学校・保育所等」、「地域」の分野別にそ

れぞれの役割や取組を明確にし、上田の「食」を通し、心豊かで健康な生活の実現を目指

します。

2　重点課題
　基本理念の実現に向け、第２章、第３章に示した市の食をめぐる現状や健康課題、これ

までの取組の評価を踏まえ、次の３項目を食育推進の重点課題とします。

（１）生涯にわたり、健全な体と心を培うための食育の推進

　生涯にわたって健全な体と心を培うためには、子どもから成人、高齢者に至るまで、生

涯を通じた食育を推進していくことが重要です。

　特に、家庭を中心とした食育の取組は重要であり、家族が一緒に食事をすることは、コミュ

ニケーションを深め、食の楽しさを実感するだけでなく、食や生活に関する基礎を習得す

る機会にもなります。そして、子どもの頃から健全な食生活を確立することは、生涯にわ

たり健全な心身を培い豊かな人間性を育んでいく基礎となるため、子どもへの食育の基礎

を形成する場である家庭や学校、保育所等との連携により、食育を推進します。

　また、生活習慣病予防の観点から、朝食を食べる習慣を身につける必要がありますが、

２０歳代、３０歳代の若い世代は、朝食欠食の増加や野菜の摂取量の減少など、食に関す

る知識や選択力、実践力などの面で他の世代より課題があります。これから親になる世代

でもあるため、こうした世代が食に関する知識や取組を次世代に伝え、つなげていかれる

よう支援します。

　また、高齢者が健康で生き生きと生活できるよう、生活の質にも配慮しながら、健全な

食生活の確保に向けた取組を推進します。

うえだの食で育む　健康なからだ　と　豊かなこころ
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（２）糖尿病等の生活習慣病の発症と重症化を予防し、健康寿命の延伸につ
ながる食育の推進
　健康寿命の延伸のためには、生活習慣病の発症・重症化予防は重要な課題です。

　特に、上田市では糖尿病治療中の人の増加や、血糖値が高い人、メタボリックシンドロー

ム該当者及び予備群が県平均に比べ多く、課題となっています。

　この課題解決に向けては、市民一人ひとりの生活習慣の改善が何よりも大切であり、ラ

イフステージに応じて自分や家族に見合った食事量を知り、栄養バランスのとれた食生活

を実践することが重要です。

　自分に見合った食事量を知るためには、「何をどれだけ食べたらよいか」を知るために、

まずは自分自身の身体の状態を知ることが大切であるため、健診の受診を積極的に勧奨し

ます。

　そして、健診結果を参考にして、一人ひとりが自分の体の状態に合わせた食生活等の生

活習慣改善に取組むことができるよう支援を強化することで、生活習慣病の予防につなげ

ます。

　また、濃い味付け等の食習慣は親から子へつながっていく可能性が高いので、乳幼児期、

学齢期からの食生活を見直すことにより、長期的な視野に立って生活習慣病の予防ができ

るよう支援します。

　高齢者の低栄養傾向については、実態を把握するとともに、個々の高齢者の特徴に応じて、

身体機能や生活機能が維持できるよう支援します。

（３）食への感謝と理解を深めるための食育の推進

　食への感謝の念を深めていくためには、自然や社会環境との関わりの中で、食料の生産

から消費に至る食の循環を意識し、生産者をはじめとして多くの関係者により食が支えら

れていることを理解することが大切です。その中で、感謝の念を深め、食品ロスの削減な

ど環境にも配慮した食育を推進していきます。
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3　基本目標
　食育を推進するにあたり、基本目標となる市民の目指すべき姿を掲げることで、共通理

解と積極的な参加を促します。さらに、施策の成果や達成度を確認するため、６年後を目

途に検証の目安としての指標を設定します。計画の指標達成状況については、アンケート

調査、市関係課等による事業の進行状況や、健診データなどで把握し、確認、評価等を行

います。

【基本目標】
　１　自分の体に関心を持ち、生涯を通して適正体重を維持する

　２　身体計測、健診等を受けて健康状態を把握する

　３　早寝、早起き、朝ごはんなど基本的な生活習慣を身につける　

　４　食の大切さを理解し、健全な食を実践する

　５　食べ残しや食品廃棄の減少を推進する

【目標の達成度をはかる指標と目標値】

目標 指標 対象 現状値 目標値（Ｈ３５）

自分の体に関心を

持ち、生涯を通して

適正体重を維持

する

やせの割合
（ＢＭＩ１８. ５未満）

２０歳代女性

３０歳代女性

１７. ２％
（Ｈ２８年度市内事業所健診）

２３. ７％
（Ｈ２８年度市内事業所健診、

上田市若年健診）

１７. ０％

２０. ０％

低栄養傾向の割合
（ＢＭＩ２０以下）

６５歳以上 １８. ５％
（Ｈ２７年度特定健診、

上田市長寿健診）

現状維持

肥満の割合
（ＢＭＩ２５以上）

４０～６０歳代
男性

４０～６０歳代
女性

２７. ５％
（Ｈ２７年度特定健診）

１７. ７％
（Ｈ２７年度特定健診）

２７. ０％

１７. ０％

身体計測、健診等を

受けて健康状態を

把握する

メタボリックシンド
ローム該当者及び予
備群該当者の減少

４０～７４歳
　

２７. ２％
（Ｈ２７年度特定健診）

２１. ７％

高血糖者の減少
（ＨｂＡ１ｃ６. ５％

以上で未治療の
人の割合）

４０～７４歳 ４８. ８％
（Ｈ２７年度特定健診）

４５. ０％

血糖コントロール
不良者

（ＨｂＡ１ｃ７. ０％
以上）の割合

４０～７４歳 ４. ０％
（Ｈ２７年度特定健診）

４. ０％
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※特定健診：上田市国民健康保険特定健康診査

目標 指標 対象 現状値 目標値（Ｈ３５）

早寝、早起き、

朝ごはんなど

基本的な生活習慣を

身につける

毎日朝食を
食べる人の割合

３歳児

小学生

中学生

高校生

１９～３９歳

９８. ８％
( Ｈ２８年度３歳児健診 )

８７. ８％
（Ｈ２８年度児童生徒の食に

関する実態調査）

８８. ７％
（Ｈ２８年度児童生徒の食に

関する実態調査）

８２. ３％
（Ｈ２８年度アンケート調査）

６８. ９％
（Ｈ２８年度アンケート調査）

１００％

１００％

１００％

９０％以上

８０％以上

２２時前に寝る
子どもの割合

３歳児

小学生

中学生

７８. ６％
（Ｈ２８年度乳幼児健診）

６７. ８％
（Ｈ２８年度児童生徒の食に

関する実態調査）

１４. ９％
（Ｈ２８年度児童生徒の食に

関する実態調査）

１００％

７０％以上

１７％以上

７時すぎに起きる
子どもの割合

小学生

中学生

８. ５％
（Ｈ２８年度児童生徒の食に

関する実態調査）

１４. ８％
（Ｈ２８年度児童生徒の食に

関する実態調査）

７％以下

１３％以下

食の大切さを

理解し、健全な

食を実践する

虫歯のない子どもの
割合

３歳児 ８８. １％
（Ｈ２８年度乳幼児健診）

９０％以上

家族一緒に食事を
食べる回数

（週７回以上）

中学生 ８１. ３％
（アンケート２）

９０％以上

学校給食で上小地域
農産物を利用する

割合

小・中学校 ４５. ６％
（Ｈ２８年度学校教育課給食

実施実績）

現状維持
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4　計画の体系

基本理念　うえだの食で育む 健康なからだ と 豊かなこころ

重点課題

生涯にわたり

健全な体と心を

培うための

食育の推進

健康寿命の

延伸につながる

食生活の推進

食への

感謝と理解を

深めるための

食育の推進

１　自分の体に関心を持ち、生涯を通して適正体重を維持する
２　身体計測、健診等を受けて健康状態を把握する
３　早寝、早起き、朝ごはんなど基本的な生活習慣を身につける
４　食の大切さを理解し、健全な食を実践する
５　食べ残しや食品廃棄の減少に取組む

家庭は食育をすすめるうえ

で最も大切な役割を担って

います。

家庭において食に関する理

解が深まるよう様々な事業

を通じ、食育を推進します。

学校では、第２期教育支援

プラン等に示された食育の

推進を踏まえ、学校活動を

通した食育を推進します。

保育所等では、保育所指針

に基づき子どもの発育・発

達段階に応じて健全な食生

活が実践できるよう、体験

を通した食育を推進します。

生涯にわたって、心身とも

に健康でいきいきと暮らし

ていくため、農業関係者や

ボランティア等と連携し、

食育を推進します。

家庭における
食育の推進

学校・保育所等に
おける食育の推進

地域における
食育の推進

基本目標
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施策の展開第 5 章

　重点課題への対応として、次の３つの分野において具体的に取組んでいきます。

1　分野別の推進

（１）家庭における食育の推進

　食に関する情報や知識、伝統や文化は従来、家庭を中心に地域の中で共有されています。

　子どもにとって家族と一緒の食事は、食を通じたコミュニケーションにより家庭や地域

の食文化が受け継がれる場であることから、家庭において食育に関する理解が進むよう、

以下の取組により推進します。

取組む施策 具体的な取組

子どもの基本的な
生活習慣の形成

・保護者に対し、朝食をとることや早寝早起きなど基本的な生活習慣を
育成し、生活リズムの向上を図ることの必要性を乳幼児健診、乳幼児
教室等で啓発します。

望ましい食習慣や
知識の習得

・関係機関と連携し、農産物の生産から消費まで親子で参加できる体験
学習などの充実を図ります。

・家族が食卓を囲んで共に食事をする「共食」の必要性を、子育て中の
保護者に周知します。

・高校生を対象に講座を行ない、朝食摂取の必要性を周知します。
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（２）学校、保育所等における食育の推進

　食生活や食を取り巻く環境は社会経済状況等の影響で大きく変化し、子どもたちの食の

乱れはさらに問題になっています。集団生活の中で、食について多くの仲間と学ぶことは、

心身の成長や人格形成に大きな影響を与え、生涯にわたって健全な食生活を実践する基礎

になります。

　また、地場産食材を使用し成長に応じた給食の提供や、様々な体験を通して子どもたち

が食についての知識やコミュニケーション能力を習得しながら、食の大切さや楽しみ、地

域の食文化への理解を深めることにつながります。さらに、子どもを通じて家庭への波及

効果をもたらすことが期待できることから、家庭や地域と連携を深めつつ、十分な食育が

なされるよう以下の取組を推進します。

取組む施策 具体的な取組

食に関する指導

・早寝、早起き、朝ごはんなど基本的な生活習慣を身につける必要性を、
各教科や学校教育活動等における健康教育やリーフレット等を活用し、
啓発します。

・食文化や農産物の理解を深めるため、地元農産物を活用した食教育を
行います。

・生活リズムの向上に向けて、保育の参加や講演会を通じ保護者へ啓発
をします。

給食の充実
・成長や食育に配慮した献立計画を作成、提供するなど、計画に基づい

て給食の充実を図ります。
・生きた教材としての給食を活用し、食に関する学習の充実を図ります。

健康状態の改善

・肥満ややせの児童については、個々の生活状況や健康状態に応じた個
別指導を実施します。

・身体測定及び健診結果に基づく健康教育を通して、健康と食に関する
正しい知識を普及します。

食べ残しや食品廃棄の
減少の促進

・関係機関と連携し生産、流通に係る人や食べ物への感謝に関する食教
育を行い、「もったいない」と感じる気持ちを育てます。

・児童生徒会活動等による残食を減らす取組を支援します。
・家庭や地域との連携による食育を推進するため、生産者との交流や農

業などの体験学習を実施します。
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（３）地域における食育の推進

　家庭、学校、保育所等での取組みを支えるため、地域の関係機関等（医療機関、農業関

係機関、食育ボランティア等）と連携し、以下の取組により推進します。

取組む施策 具体的な取組

生活習慣病を予防し、
健康寿命延伸につながる

食育

・健診の場を提供するとともに、健診受診を促すための情報を発信し
ます。

・健診データから生涯を通して適正な食品摂取ができるよう、効果
的な資料を使い、教室や個別相談の充実を図ります。

歯科保健活動における
食育 ・生涯を通し、よく噛むことの必要性を周知します。

若い世代に対する食育 ・広報等による情報発信や、関係機関と連携し学習機会の充実を図り
ます。

食の大切さを理解し、
食べ残しや食品廃棄の
減少を促進する食育

・地元食材に対する理解を深めるとともに利用の拡大を図るため、
その特徴や調理方法などの情報を発信します。

・農業関係者と連携して、生産や収穫体験の場を提供します。
・食育ボランティアを育成し、郷土食や伝統食等を伝える食育を推

進します。
・食べきり運動「残さず食べよう！３０・１０（さんまる・いちまる）

運動」を普及啓発します。
・食情報の発信と、関係機関と連携した学習機会の提供により、市

民一人ひとりの取組を支援します。
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2　ライフステージ別の推進
　妊娠期から高齢期まで、生涯にわたって間断なく食育を推進するため、ライフステージ

を７つに分け、世代ごとの特徴にあわせて効果的に食育を推進します。

ライフステージ 年齢の目安 具体的な取組

妊娠期

妊娠期に応じた適正な体重増加ができるよう支援します。
・妊娠期に必要な食に関する知識の普及や相談を行います。
・妊娠中の栄養について、正しい知識と実践する力を身につけるための教室を

開催します。

乳幼児期 ０歳～５歳

健康な身体づくりと、基本的な生活習慣が身に付くよう支援します。
・乳幼児健診及び各種教室においてすべての子どもに関わり、子どもの発育に

合わせた資料を活用し、個々に対する指導の充実を図ります。
・食べ物と食に関わる人への感謝の気持ちを育てるよう、菜園活動や食事作り

などの体験を通した学習の機会を作ります。
・保護者が子どもの食に対する関心と正しい理解を深め、実践力を高めること

ができるよう家庭への情報発信を行います。

学齢期 ６歳～１５歳

食に関する学習や体験を通して正しい知識を習得し、望ましい食習慣が身に
付くよう支援します。
・小中学生に正しい食事の取り方や望ましい食習慣の基礎が身に付くよう、生

きた教材である学校給食などを通し支援します。
・小中学生の食に関する理解の促進のため、給食の更なる充実を図ります。
・小中学生が様々な学習を通して地域の産物や食文化を理解し、食物を大切に

し、望ましい食習慣を身につけることができるよう、学校・家庭・地域が
連携し取組みます。

思春期 １６歳～１８歳

・広報等による情報発信や、関係機関と連携し学習機会の充実を図ります。自
分の身体に関心を持ち、正しい食の選択力と実践力が身に付くよう関係機関
と連携し支援します。

・高校生を対象にした体と食に関する講座を開催します。
・パンフレット等を作成し、思春期に必要な食生活に関する情報を提供します。

青年期 １９歳～３９歳

健診結果をもとに健康状態に応じた食生活が実践できるよう支援します。
・若年健診結果等の健診データをもとに、体と食に関する教室を開催します。
・食に関する知識の習得により食品の選択力、実践力が付くよう資料を作成し、

正しい情報を発信します。
・朝食摂取の必要性を周知します。

壮年期 ４０歳～６４歳

市民一人ひとりが自分の健康状態を把握し、健康状態に応じた食生活が実践
できるよう支援します。
・食実態を把握し地域特性に合わせた資料を作成します。
・個々の健康状態に応じた資料を活用し、食事指導の充実を図ります。

高齢期 ６５歳以上

適正体重を維持するため、食生活の見直しと改善ができるよう支援します。
・個々の健康状態に応じた食生活の実践に向け、食事の見直しと改善ができる

よう効果的な資料を使った食事指導の充実を図ります。
・からだの機能を守るため、薄味の必要性を周知します。
・口腔機能を維持するため、よく噛んで食べることを周知します。
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資 料
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「上田の農産物」　旬のカレンダー
　上田市は、全国有数の雨が少ない地域で、晴天率が高く、気温の日較差が大きいといった、典型的な内陸性気候です。
そのため、おいしいお米、甘い果物、多種多様な野菜が豊富に栽培されています。これら農産物のおいしい時期を旬
のカレンダーとしてまとめました。旬の農産物は市内各地の農産物直売所等で購入いただけます。

※矢印は収穫時期、緑色は農産物のおいしい時期を旬として表示しています。
気候等によってずれることもあります。

上田地産地消推進会議　事務局　上田市農林部農政課　☎ 0268-23-5122
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調査の目的

　急速な少子高齢化の進展、様々な社会環境の変化によるストレスの増加や、生活

習慣病など医療を必要とする人の増加により、医療費などの社会保障費の増大が懸

念されています。

国は、平成１２年度に「２１世紀における国民健康づくり運動（健康日本２１）」を

策定し、平成２５年度には、健康寿命の延伸及び健康格差の縮小の実現に向けて、

生活習慣病の発症予防や重症化予防を図るとともに、社会生活を営むために必要な

機能の維持及び向上を目指し、「健康日本２１（第２次）」を策定しました。

　一方、上田市においても、壮年期死亡の減少と生活習慣病予防、安心して子ども

を産み育てる環境づくりを目指して平成１５年度に「上田市民総合健康づくり計画

～ひと・まち・げんき　健康うえだ２１」を策定しました。

また、平成２５年度には第一次計画の基本的な考え方を継承しつつ、国の「健康日

本２１（第２次）」における新たな方向性を加えて、「生涯を通じた健康づくりの推進」

を基本理念に揚げた「第二次上田市民総合健康づくり計画」（平成２５年度から平成

２９年度までの５か年計画）を策定し、その推進を図ってきました。

　このような状況の中、平成２９年度には「第二次上田市民総合健康づくり計画」「上

田市食育推進計画」が最終年度を迎えることから、これまでの計画の評価と平成

３０年度からの新計画策定に向け、最終評価・課題検討・新計画策定の基礎資料を

得ることを目的に、「一般市民」「乳幼児の母親」「中高生」を対象にアンケート調査

を実施しました。

調査 実施期間 対象者 方法 対象者数 回収数
回収率

一般市民調査
平成２８年
７月２７日
～９月２日

一般市民
（市内在住の１９歳以上の

市民から３, ０００人を
無作為抽出）

郵送による
配布、回収

配布数
３, ０００

回収数
１, １４１

回収率
３８. ０％

母親調査
平成２８年
７月～９月

乳幼児健診対象の
子どもの母親

乳児健診時に
配布、郵送ま
たは健診時に

回収

配布数
５００

回収数
２２０
回収率

４４. ０％

中学生・
高校生調査

平成２８年
８月

市内中学校６校、
高等学校６校の

各学年１クラスの生徒

学校で配布、
回収

配布数
１, １７７

回収数
１, １７７

回収率
１００％

「第三次上田市民健康づくり計画」「第２次上田市食育推進計画」
策定のためのアンケート調査について
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平成 28 年 会議名等 内　　容

7 月～ 9 月
第三次上田市民健康づくり計画

策定のためのアンケート調査の実施

①一般市民調査 
②母親調査 
③中学生・高校生調査

平成 29 年 会議名等 内　　容

2 月 21 日 上田市食育推進計画担当者会議

第２次上田市食育推進計画及び第三次上田市民健康づ
くり計画（栄養・食生活分野）の策定について 
・食の現状について 
・庁内関係課について

6 月 23 日
第１回第２次上田市食育推進計画 

関係者会議

・平成２８年度の食育に関する取組について 
・平成２９年度の食育に関する取組について 
・第２次上田市食育推進計画の策定について

7 月 12 日
第１回第２次上田市食育推進計画 

庁内担当者会議

第２次上田市食育推進計画の策定に向けて 
・上田市の食に関する現状 
・第２次上田市食育推進計画の内容について

10 月 16 日 第１回健康づくり推進協議会 第２次上田市食育推進計画（案）の諮問

11 月 20 日
第２回第２次上田市食育推進計画 

庁内担当者会議

第２次上田市食育推進計画の策定に向けて 
・素案について 
・各課施策について 
・第三次上田市民健康づくり計画　栄養・食生活分野
  の現状と課題について

12 月 25 日 第３回健康づくり推進協議会
・第三次上田市民健康づくり計画（案）栄養・食生活
分野について 
・第２次上田市食育推進計画（案）について

平成 30 年 会議名等 内　　容

1 月 22 日 第４回健康づくり推進協議会
第三次上田市民健康づくり計画（案）及び第２次上田
市食育推進計画（案）について 
・計画の答申（案）について

2 月 21 日
第三次上田市民健康づくり計画（案）
及び第２次上田市食育推進計画（案）

の答申

第２次上田市食育推進計画策定の経過
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第１回第２次上田市食育推進計画 

関係者会議

・平成２８年度の食育に関する取組について 
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・第２次上田市食育推進計画の策定について
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・第三次上田市民健康づくり計画（案）栄養・食生活
分野について 
・第２次上田市食育推進計画（案）について

平成 30 年 会議名等 内　　容

1 月 22 日 第４回健康づくり推進協議会
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平成29年度　上田市健康づくり推進協議会委員名簿
平成 29 年度 上田市健康づくり推進協議会委員名簿 

 

会長 宮下 暢夫    副会長 本道 礼子 
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所 属 団 体 役職名 氏  名 
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